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２０２１年日本政府年次報告 

「結社の自由及び団結権の保護に関する条約（第８７号）」 

（２０１７年６月１日～２０２１年５月３１日） 

 
１．質問（ａ）について  

 前回までの報告に追加又は変更すべき事項はなし。 

 

２．質問（ｂ）について 

○ ２０２０年条約勧告適用専門家委員会のオブザベーションについて 

（ⅰ）条約第２条。消防職員の団結権  

２０１８年ＩＬＯ総会基準適用委員会の議長集約を受けた労働側との定期的な協議

について、総務省は、既に２０１９年１月１８日に第１回目の協議を開催し、協議の

あり方についての認識を労働側と共有した。また、同年４月２４日に第２回目、同年

７月１８日に第３回目の協議を開催し、「消防職員が警察と同視される」という政府の

見解及びその見解が条約適用の現状とどう符合するのかについて実質的な協議を行っ

た。同年１２月１８日には第４回目の協議を開催し、消防職員委員会制度等について

実質的な協議を行った上で、引き続き協議を継続していくことを確認した。２０２０

年８月２４日には第５回目、２０２１年１月１２日には第６回目の協議を開催し、現

代の消防行政を取り巻く現状やハラスメントの問題について実質的な協議を行った。

労働側からは定期的に協議を行っていることを評価する声があり、引き続き協議を継

続していくことを確認した。 

 

（ⅱ）第２条。刑事施設職員の団結権  

（１）２０１７年の前回報告でも述べたように、刑務官は、拘禁刑に処された者、刑事被

告人、被疑者及び死刑の言い渡しを受けた者を刑事施設に拘禁することを任務として

いる。また、刑務官は、刑事施設内の犯罪を捜査する権限及び被収容者を逮捕する権

限が付与され、刑事施設における司法警察事務を所掌し、さらに、警察職員と同様に

法令により武器の携帯及び使用が認められている。そのため、ＩＬＯ８７号条約第９

条の趣旨にかんがみ同条にいう「警察」に含まれているものと考えられる。上記の日

本政府の見解については、ＩＬＯ結社の自由委員会第１２次報告及び第５４次報告に

おいても認められているものと認識している。 

    刑事施設において、非常時・緊急事態が発生した場合には、臨場した職員のうち最

上位の階級を有する者の指揮監督に従って、必要な場合は被収容者への実力行使等を

実施して事態を迅速かつ適正に鎮圧しなければならない。このような非常時・緊急事

態の収拾において、我が国の刑事施設職員は一丸となって対処している。刑事施設の

職員に団結権を付与することは、このような業務を的確に遂行し、刑事施設の規律秩

序を適正に維持していくことに支障を生じさせるため，相当ではないものと考えられ

る。 

（２）上記見解のとおり、刑事施設職員については、団結権が否定されているところで

あるが、２０１８年条約勧告適用専門家委員会報告書の意見等を踏まえ、刑事施設職

員が勤務環境等に関する意見を述べる機会を新たに設定・拡充する等の取り組みを実
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施したところである。 

これまでにない取組として、幹部職員と職員代表との間で、職場環境の改善に関す

る意見交換の取組を開始した。 

 意見交換は、２０１９会計年度中の２０１９年７月３０日から９月１９日にかけて、

また、２０２０会計年度中の２０２１年２月１日から３月１５日にかけて、全国８か

所の矯正管区（刑事施設を所管するブロック機関）において実施され、出席者は、幹

部職員として、矯正管区の部長及び課長の数名が参加し、刑事施設の職員代表として、

２０１９年は全国７７の刑事施設から概ね３名ずつの一般職員合計２２８名が、２０

２１年はオンライン形式により全国７８の刑事施設から概ね３名ずつの一般職員合

計２３３名がそれぞれ参加した。 

   意見交換の議題は、刑事施設における職場環境の改善のほか、風通しの良い職場作

りや職員のワークライフバランスの推進などに資するものとして、職員レクリエーシ

ョンの在り方などについて意見交換を実施した。 

 

（ⅲ）第３条。公務部門の職員の労働基本権の否定  

・ 公務部門の職員が労働基本権を享受するためにとられた措置 

我が国の公務員の労働基本権については、全体の奉仕者たる地位の特殊性と職務の

公共性にかんがみ、国民全体の共同利益の保障という見地から、一定の制約のもとに

置かれており、人事院勧告制度等をはじめとする代償措置が講じられている。日本政

府は、人事院勧告制度尊重の基本姿勢に立ち、法律を立案し、国会の審議を経て、給

与改定等を実施している。これらの代償措置により、国家公務員の勤務条件は適正な

内容が確保されている。 

議長集約においても考慮されているように、自律的労使関係制度の措置については、

「交渉コストが増加し、混乱を招くおそれがある」、「労使交渉の長期化により業務執

行に影響を及ぼすおそれがある」等、多岐にわたる課題があることから、慎重な検討

が必要である。 

また、２０１７年提出の年次報告でも報告したとおり、２０１４年４月に成立した

国家公務員法等の一部を改正する法律案は、国家公務員に対する労働基本権が制約さ

れている現状を前提に立案され、自律的労使関係制度の措置を内容としていない。な

ぜなら、自律的労使関係制度を措置することを規定した国家公務員制度改革関連四法

案について国民から様々な意見が寄せられ、その後法案が廃案になったという経緯や、

その後の状況・環境の変化等を踏まえれば、多岐にわたる課題があり、いまだ国民の

理解を得られておらず、引き続き慎重に検討する必要があったためである。この状況

は現在も変わっていない。このため、自律的労使関係制度の措置については、引き続

き国内において職員団体等との意見交換を重ねながら慎重に検討すべき課題であると

考えている。 

 

・ 社会的パートナーとの協議 

日本政府は、毎年、春季及び人事院勧告がなされた後をはじめ、時々の状況に応じ

自律的労使関係制度を含めた様々な案件について、大臣から担当者まで様々なレベル

で、個々の職員団体との意見交換を行っている。例えば、春季には給与、非常勤職員、

ワークライフバランス、自律的労使関係制度の措置等に係る要望、人事院勧告がなさ

れた後においてはそれらに加えて人事院勧告の取扱に係る要望が政府に提出され、意
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見交換を行っているところである。また、職員団体からの要望も踏まえ、男性職員に

よる育児に伴う休暇・休業の取得促進や定年の引上げ等、個別の施策に関する意見交

換も実施している。 

 

・ 国の行政組織に分類されなくなった公的な部局に関する情報 

なお、我が国においては、行政改革の一環として、国家公務員がその職務として担っ

てきた国の業務について見直しを行ってきた。具体的に言えば、専ら強度の公権力の行

使に当たるなど、国の行政機関が直接実施すべき事務・事業については、引き続き国が

直接の主体となって実施することとした一方で、民間にゆだねることが可能なものにつ

いては民営化を行う、政策の企画機能と実施機能の分離という観点から執行事務につい

て独立行政法人化を進めるなどの対応を進めてきた。これにより、２００３年３月以降、

国の行政機関の事務・事業ではなくなったものとして、主に以下のものが挙げられる。 

 統計センター、造幣局及び印刷局が２００３年４月に、国立病院・療養所が２００

４年４月に独立行政法人化された。 

 国立大学が２００４年４月に法人化され、１１．８万人の職員が非公務員化した。 

 郵政事業について、２００７年１０月に日本郵政公社が民営化され、２５．４万人

の職員が非公務員化した。 

 社会保険庁が２０１０年１月に特殊法人化され、１．０万人の職員が非公務員化し

た。 

結果として、２００３年３月に８０．７万人であった国の行政機関の職員数は、２０

２１年３月時点で３０．２万人に減少している。前述の通り、我が国においては、国家

公務員は、全体の奉仕者たる地位の特殊性と職務の公共性等を理由として労働基本権の

制約を受けているが、このように民間や独立行政法人等に移管することとした事務・事

業を担う職員については、労働協約締結権が付与されることとなった。加えて、行政執

行法人（２０２１年時点で７機関、職員数は計０．７万人）の職員を除いては、完全な

る労働基本権が付与されている。つまり、２００３年３月時点の国の行政機関の職員の

うち、約６割の職員について労働基本権が拡大されたこととなる。 

このように、我が国においては、労働基本権の制約を受ける国家公務員の数は大きく

減少してきており、現在の我が国における国家公務員に対する労働基本権の制約は、相

当程度限定的なものとなってきていると考えている。 

 

・ 人事院勧告に関する情報 

先述のとおり、一般職国家公務員は、労働基本権の一部が制約されており、その代償

措置として、中立・第三者機関たる人事院が設けられている。 

人事院は、代償措置としての機能を適切に果たすため、職員団体から意見を聴取する

ための職員団体審議官及び参事官を設置しており、職員の勤務条件に関する国会及び内

閣への勧告、規則の制定・改廃などを行うに当たっては、職員団体との会見を通じて、

職員団体の意見、要求などを聞き、できるだけ後述の勧告等に反映している。 

２０１９年及び２０２０年を例にとると、人事院は、２０１９年には職員団体と２０

８回（１月から８月に勧告を行うまでに１１２回）、２０２０年には１８５回（１月か

ら１０月に勧告・報告を行うまでに１４０回）の公式の会見を行うなど、職員団体から

意見聴取及び意見交換を行った。 

人事院は、国家公務員の給与その他の勤務条件を社会一般の情勢に適応させるための
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勧告を行うに当たり、社会情勢全般の把握、民間企業の給与等勤務条件の調査を行うこ

ととしている。特に給与水準については、国家公務員の給与実態調査及び全国約１２，

５００民間事業所の約５５万人の給与実態調査を毎年行った上で（数字は２０１９年）、

官民給与について統計的手法に基づき精密な比較を行い、その給与較差を解消すること

により官民の給与水準の均衡を図っている。この方式による国家公務員給与の改定は１

９６０年以来長期間にわたり行われている。政府は人事院勧告制度を尊重するとの基本

姿勢に立ち、国政全般の観点から、国家公務員の給与決定について検討し、給与改定を

内容とする一般職の職員の給与に関する法律の改正法案を国会に提出し、速やかに法改

正が行われている。 

このように、一般職の国家公務員については、人事院勧告制度の枠組みにおける給与

決定過程に職員団体が関与するシステムとなっているところであり、さらに勤務条件に

関する行政措置要求制度や不利益処分に係る審査請求制度が職員に保障されていると

ころである。最高裁も、労働基本権に対する制限の代償として、人事院勧告制度をはじ

めとした関連措置による保障が制度上整備されている旨判示している（１９７３年４月

２５日の最高裁大法廷判決）。 

以上のことから、人事院は労働基本権制約の代償措置として十全に機能している。 

 

・ 地方公務員の労働基本権に関する情報 

２０１７年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正は、臨時・非常勤職員の任用

の適正化を図るものである。具体的には、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保

し、並びに一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、一般

職の非常勤職員に対する給付について規定の整備を行っている。 

改正法で特別職の任用の適正の確保が図られたことにより、本来の制度趣旨に鑑み

れば特別職として任用されるべきではなかった者については、一般職へ移行すること

となる。これに伴い、労働基本権の態様が変化することとなるが、あくまで本来制度

が想定していた任用の適正が確保されたことによるものである。 

また、地方公務員の労働基本権については、国家公務員制度改革基本法附則第２条

において、「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、

検討する」とされており、２０１８年ＩＬＯ総会基準適用委員会議長集約における要

請に対する日本政府の報告で述べた国家公務員の検討を踏まえて、職員団体等の意見

も伺いながら、慎重に検討していくこととなる。 

 

・ 総会基準適用委員会議長集約への対応 

日本政府として、２０１８年ＩＬＯ総会基準適用委員会の議長集約における要請に対

しどのように対応していくのかについて引き続き慎重に検討しているところであり、議

長集約における要請への対応については日本労働組合総連合会（連合）とも意見交換を

行っているところである。 

ＩＬＯに対しては、引き続き、我が国の取組について、誠意をもって情報提供してい

きたい。  

 

 

３．質問（ｃ）について  

前回までの報告に追加又は変更すべき事項はなし。 
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４．質問（ｄ）について 

 本報告の写を送付した代表的労使団体は，下記のとおり。 

  （使用者団体）一般社団法人 日本経済団体連合会 

  （労働者団体）日本労働組合総連合会 

 

５．質問（ｅ）について 

  本条約に関して関係する労働者団体及び使用者団体からの意見の提出はなかった。 


